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衆
議
院
議
員
山
元
勉
君
提
出
公
用
車
、
特
に
警
察
車
両
に
お
け
る
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
の
実
施
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
研
究
結
果
等
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
環
境
庁
が
平
成
十
一
年
度
に
財
団
法
人
日
本
自
動
車

研
究
所
に
委
託
し
て
実
施
し
た
調
査
に
お
い
て
、
駐
停
車
時
に
お
け
る
エ
ン
ジ
ン
作
動
（
以
下
「
ア
イ
ド
リ
ン
グ
」
と
い
う
。）

時
の
ガ
ソ
リ
ン
乗
用
車
か
ら
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
が
一
分
間
当
た
り
約
二
十
五
グ
ラ
ム
で
あ
る
等
の
結
果
も
得
ら
れ
て

お
り
、
ア
イ
ド
リ
ン
グ
の
停
止
（
以
下
「
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
」
と
い
う
。
）
は
、
地
球
温
暖
化
及
び
大
気
汚
染
の
原

因
と
な
る
物
質
の
排
出
量
を
削
減
す
る
効
果
を
有
す
る
場
合
も
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
環
境
基
本
計
画
（
平

成
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
）
、
新
総
合
物
流
施
策
大
綱
（
平
成
十
三
年
七
月
六
日
閣
議
決
定
）
、
地
球
温
暖
化

対
策
推
進
大
綱
（
平
成
十
四
年
三
月
十
九
日
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
決
定
）
及
び
「
自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
及
び
自

動
車
排
出
粒
子
状
物
質
の
総
量
の
削
減
に
関
す
る
基
本
方
針
」
（
平
成
十
四
年
四
月
二
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
ア
イ
ド

リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
を
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
の
た
め
の
方
策
と
し
て
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
大
都
市
圏
に
お
い
て
は
、
自
動
車
の
交
通
が
集
中
し
、
自
動
車
排
出
ガ
ス
が
大
気
汚
染
の
主
要
な
原
因
と
な
っ
て

一



い
る
こ
と
か
ら
、
客
待
ち
、
貨
物
の
積
卸
し
等
の
た
め
の
継
続
的
な
停
止
時
に
お
け
る
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
を
含
め
た

自
動
車
排
出
ガ
ス
対
策
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

公
用
車
に
お
け
る
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
「
政
府
が
そ
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
の
抑
制
等
の
た
め
実
行
す
べ
き
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
計
画
の
実
施
要
領
」
（
平
成
十
四
年
七
月
二
十
二
日
地
球
温
暖
化

対
策
推
進
本
部
幹
事
会
申
合
せ
）
に
お
い
て
、
関
係
府
省
が
行
う
具
体
的
な
措
置
と
し
て
不
要
な
ア
イ
ド
リ
ン
グ
の
中
止
が

定
め
ら
れ
て
お
り
、
現
在
す
べ
て
の
府
省
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

警
察
庁
が
主
に
東
京
都
内
で
使
用
す
る
警
察
用
車
両
及
び
都
警
察
が
使
用
す
る
国
有
の
警
察
用
車
両
は
、
平
成
十
四
年
度

末
現
在
で
四
千
二
百
七
台
で
あ
る
。

こ
れ
を
総
排
気
量
別
に
み
る
と
、
二
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
が
三
千
百
五
十
九
台
、
二
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
三
リ
ッ
ト
ル
以

下
の
も
の
が
三
百
三
十
七
台
、
三
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
四
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
が
百
三
十
八
台
、
四
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も

の
が
五
百
七
十
三
台
で
あ
る
。

二



ま
た
、
燃
料
別
に
み
る
と
、
ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
も
の
が
三
千
九
十
五
台
、
軽
油
を
燃
料
と
す
る
も
の
が
千
百
二
台
、

圧
縮
天
然
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
も
の
が
十
台
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
警
察
庁
が
使
用
す
る
警
察
用
車
両
の
平
成
十
四
年
度
の
燃
料
給
油
、
充
て
ん
状
況
は
、
ガ
ソ
リ
ン
十
二

万
五
千
七
百
五
十
三
リ
ッ
ト
ル
、
軽
油
一
万
三
千
二
百
五
十
九
リ
ッ
ト
ル
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
五
千
百
八
十
六
立
方
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
。

三
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

警
察
庁
及
び
都
警
察
に
お
い
て
は
、
警
察
用
車
両
の
運
転
担
当
者
に
対
し
、
「
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に

関
す
る
条
例
」
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
五
号
）
に
お
い
て
原
則
と
し
て
ア
イ
ド
リ
ン
グ
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、
資
料
を
活
用
す
る
な
ど
し
て
周
知
徹
底
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
都
警
察
が
国
会
議
事
堂
や
外
国
公
館
等
の
警
備
の
た
め
そ
の
周
辺
等
に
配
置
す
る
警
察
用
車
両
に
つ
い
て
は
、
突

発
的
な
事
案
に
迅
速
か
つ
的
確
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
ア
イ
ド
リ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
状
態
で
待
機
す
る
必

要
が
あ
る
場
合
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
警
察
庁
に
お
い
て
は
、
ア
イ
ド
リ
ン
グ
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
慮
し
た

上
で
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
の
導
入
等
警
察
用
車
両
の
改
善
に
関
す
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
。

三


